
要介護（要支援）認定を受けている方の税控除について介護保険

7 平成29年　広報かさま11月号（vol.140）

　納税者本人または扶養親族の方が所得税法および地方税法上の障がい者に該当する場合は、一定額の所得
控除を受けることができます。
　65歳以上で要介護（要支援）認定を受けている方は、障害者手帳などが交付されていなくても障がい者と
同程度であると福祉事務所長が認定する場合は、障害者控除の対象となります。この場合「障害者控除対象
者認定証」が必要になります。

※認定された方には認定証を、該当しなかった方には非該当通知書を申請日の翌日以降に交付します。
※平成22年以降に認定証を交付された方は、本年以降も有効に使用できますので申請の必要がありませ

ん。ただし、心身の状態が変わった場合は再申請の必要があります。

　納税者本人または生計を一にする方のために医療費を支払った場合は、一定額の所得控除を受けることが
できます。
　寝たきりの方が使用したおむつ代についても医療費控除の対象となりますが、確定申告の際に「おむつ代
の領収書」と医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要になります。
　なお、要介護（要支援）認定を受けていて、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方
は、「おむつ使用証明書」に代わって市が交付する「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」
で、控除を受けることができます。確認書が必要な方は申請して事前にご用意ください。

※おむつ使用の必要性が確認できた方には、確認書を交付します。
※昨年以前に確認書を発行した方でも、本年の申告用に改めて確認書が必要となります。

※期限後も申請を受け付けますが、確定申告に間に合わない恐れが
ありますのでご注意ください。

障害者控除

おむつ代の医療費控除

○申請対象者：65歳以上で、介護保険の要介護（要支援）認定を受けている方
　　　　　　（主治医意見書で心身の状態を確認します）

○申請対象者：要介護認定を受けている方で、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降
である方

○申 請場 所：高齢福祉課または各支所福祉課
○必要なもの：対象者の印鑑
○申 請 期 限：12月28日（木）

【問い合わせ】○書類交付に関すること：高齢福祉課（内線173）、笠間支所福祉課（内線72133）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩間支所福祉課（内線73172）
　　　　　　　○税の控除に関すること：税務課（内線113）


